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1 計画の概要 

(1) 役割 

このよしかわ行財政改革推進プラン（以下「プラン」という。）は、「第２次よしか

わ行財政改革大綱」（平成１５年５月３０日策定）に定められた施策の体系を具現化し

て、着実かつ積極的な取組を進めるための具体的な取組を明示したものです。 

なお、このプランは、総務省が平成１７年３月に示した「地方公共団体における行

政改革の推進のための新たな指針」において地方公共団体に策定を求めている「集中

改革プラン」としての役割も併せもったものとなっています。 

(2) 期間 

当初、このプランは平成１６年度～平成１８年度までの３か年の計画としていまし

たが、前記(1)のとおり「集中改革プラン」としての役割を併せもったものとするため

に平成１８年３月に改定を行い、平成１７年度～平成２１年度までの５か年のプラン

としました。 

なお、社会情勢の変化や法制度の改正などに対応するために一定期間経過後に必要

な改定を行っています。 

(3) 内容 

平成１７年度から５か年の実施項目、内容、状況等を記載しています。 

(4) 進行管理 

プランに掲げている個々の項目について進捗状況の確認を行うとともに、行財政改

革推進委員会に報告し、意見を伺います。 

(5) 見直し 

第２次よしかわ行財政改革大綱に基づき必要な見直しを行いますが、プランに追加

すべき項目や内容については、臨機応変に対応します。 

 

２ 各取組項目の見方 

 

 

ＩＳＯ 90011)の有効活用 項  目 担当部署 政策室、全庁  

事務事業 ＩＳＯ 9001 事業 大綱小柱 ② 

内  容 PLAN・DO・CHECK・ACTION によるマネジメントサイクルを確立し、行政サービスの継続的な改 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

善を行い市民満足度の向上を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

計  画 

     

改革の主な担当部署名を記載しています。 

品質マネジメントシステム

による検証及び必要な改

善（認証取得） 

JIS17050 規格に基づく「ISO9001 供給者適合

宣言2)」により品質マネジメントシステムによる

検証及び必要な改善を継続 

当該改革項目に該当する主な事務事業評価名（行政評
価）を記載しています。 

改革の項目名を記載しています。 

どのような改革を行なうのかそ
の内容を記載しています。 

行財政改革大綱中の該当する小柱
番号を記載しています。 計画年次及び具体的な計画内容を記載しています。
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３ 推進体制 

 吉川市総合振興計画の着実な推進 

 

 

 
第２次よしかわ行財政改革大綱及びよしかわ行財政改革推進プランの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 

民 

進捗状況公表 

意見・提案

部・課 

部・課 

部・課 改革実施状況の報告 

評   価 

進捗状況等に対する意見・助言 

進捗状況を報告 

事務局(政策室行政改革担当) 

市長 

副市長 

教育長 

政策室長 

総務部長 

健康福祉部長 

市民生活部長 

都市建設部長 

教育部長 

経営戦略会議 

行政運営の効率化と財政の健

全化を戦略的かつ迅速に推進 

 

構成員 

 
 
 
行財政改革推進委員会 

 

 

 

 

(市民有識者等) 
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４ 行財政改革推進プラン 

 

Ⅰ 市民主役のまちづくり 

 1.「市民主役」の視点に立った行財政運営 

  (1) 行政の透明性の確保 

 
項  目 各種計画等の電子化 担当部署 全庁 

事務事業 － 大綱小柱 ① 

内  容 各課室等が所管している各種部門別計画の策定及び更新に際して、計画書の電子化を進め 

る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

計  画 

 

 

 

 

 

①地域福祉計画 

②障害者計画 

③老人保健福祉計画 

④介護保険事業計画 

 

 

 

 

⑤4次総合振興計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
項  目 市公式ホームページ等の充実 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 市ホームページの管理運営事務 大綱小柱 ①、② 

内  容 市公式ホームページ等の掲載内容の充実を図る。 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

計  画 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

掲載内容の早期更新及び内容の充実 

項  目 広報よしかわの充実 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 広報よしかわ発行事業 大綱小柱 ①、② 

内  容 市民の求めている情報が迅速かつ分かりやすく提供できるよう、市民の視点に立った、広報よし

かわの発行に努める。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

計  画 

 

 

     

市民ニーズの把握及び内容の充実 
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項  目 説明会の開催 担当部署 全庁 

事務事業 － 大綱小柱 ② 

内  容 政策、施策に関しては、ホームページや広報よしかわにおける情報提供のほか、説明会を積極 

的に開催し、情報の共有化を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

計  画 

 

 

     

説明会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 市民満足度の向上 

 
項  目 市民ニーズ調査等の充実 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 市民意識調査事業 等 大綱小柱 ① 

内  容 市民ニーズを的確に政策・施策等に反映できるよう、意識調査をはじめとする市民ニーズ把握 

の手法の充実を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

 

 

 

 

 

 

計  画 

 

 

     

①市民意識調査 

③イエローボックス・市民の声 

②市長タウンミーティング 

④意向調査（部門別計画策定時） 
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項  目 ＩＳＯ 90011)の有効活用 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 ＩＳＯ 9001 事業 大綱小柱 ② 

内  容 PLAN・DO・CHECK・ACTION によるマネジメントサイクルを確立し、行政サービスの継続的な改 

善を行い市民満足度の向上を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

計  画 

     

１) 「ISO9001」とは、ISO(国際標準化機構)によって発行された品質保証のための規格です。この規格は、
顧客や社会などが求めている品質を備えた製品やサービスを常に届けることを目的としています。 

２) 「ISO9001 供給者適合宣言」とは、JIS17050 規格に基づいて自らが ISO9001 規格に則った品質マネジメ
ントシステムを維持していることを宣言することを意味します。 

JIS17050 規格に基づく「ISO9001 供給者適合

宣言2)」により品質マネジメントシステムによる

検証及び必要な改善を継続 

品質マネジメントシステム

による検証及び必要な改

善（認証取得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.「協働（パートナーシップ）」を活かした行政展開 

  (1) 協働システムの確立 

項  目 自治意識の醸成 担当部署

 

市民参加推進課、環境課、河川

下水道課 
事務事業 吉川市地域自治振興交付金助成事業 等 

大綱小柱 ① 

内  容 市民の自治意識を高め、自発的･自立的な活動を促進するとともに、市の政策や施策に対して、

その達成に向け役割を担っていただく。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

 

 

 

 

 

計  画 

     

⑤水洗化率 ８６．５%(Ｈ１５)→９６．５％(Ｈ２１) 

②家庭系ごみ量(1 日の市民 1 人当たり) ６９３g(Ｈ１４)→６６６ｇ(Ｈ２１) 

③事業系ごみ量(１日の市民 1 人当たり) ２２８g(Ｈ１４)→２２２g(Ｈ２１) 

①自治会加入率 ８０．５９％(Ｈ１９)→８３％(Ｈ２１) 

④リサイクル率 ５７%(Ｈ１４)→７０％(Ｈ２１) 
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項  目 市民参画事業・活動への支援 担当部署 生涯学習課 

事務事業 生涯学習推進事業（人材育成活用事業） 等 大綱小柱 ② 

内  容 市民の自主的な活動を促進するため、市民活動のコーディネーター的役割を担う人材を発掘 

し、人材バンクへの登録を進めるとともに、市民が自ら企画・立案する事業に対して支援を行う。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画 

 

     

 

 

 

 

 

 

 人材バンクの拡充 登録者数１０８人（Ｈ１５）→１２０人（Ｈ２１） 

 

 

 

 

 項  目 市民活動サポートセンターの設置 担当部署 市民参加推進課 

 事務事業 － 大綱小柱 ② 

内  容  市民活動の支援体制の充実を図るため、市民活動サポートセンターの設置を検討します。 

 

平成 17 年度 

 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 計  画 

 

     

設置について検討 
 

 

 

 

 

 
項  目 ＮＰＯ・市民団体等との協働 担当部署 市民参加推進課、全庁 

事務事業 市民参加推進事業 大綱小柱 ③ 

内  容 ＮＰＯ（特定非営利活動法人）・市民団体等との協力を強化するため、ＮＰＯ設立への支援を行い

、協働関係を構築する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

 

計  画 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

①ＮＰＯ設立への支援  

 

 

 
②ＮＰＯ・市民団体等との協働関係の構築及び推進 
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  (2) 市民参加の促進 

項  目 地域との連携 担当部署

 

市民安全課、道路公園課、建築

課、全庁 
事務事業 防災組織育成事業 等 

大綱小柱 ③ 

内  容 地域の身近な自治組織となる自治会等との協力を強化し、地域における諸活動の活発化を促 

すとともに、施設管理や簡易修繕などを担っていただく。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

 

 

 

計  画 

 

 

 

     

②公園施設等の管理の拡充 

③屋外広告物の簡易除去の実施 

項  目 将来にわたるひとづくり 担当部署 政策室、生涯学習課 

事務事業 ジュニアフォーラム・一日市長事業 等 大綱小柱 ① 

内  容 将来のまちづくりを担う子どもたちをはじめとして、多くの市民が市政やまちづくりに関心を抱くこ 

とができるよう、さまざまな事業を展開する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

 

 

 

計  画 

 

 

     

 

①１日市長 

②ジュニアフォーラム 

③出前講座 

①自主防災組織の拡充 組織率 ６０％（Ｈ１５）→７５％（Ｈ２１） 
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 項  目 ワークショップの開催 担当部署 市民参加推進課、全庁 

事務事業 市民参加推進事業 大綱小柱 ② 

内  容 より多くの市民がまちづくりや計画策定、施設整備などに参画することができるよう、ワークショッ

プによる住民参加方式を積極的に取入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 ワークショップの実施 

項  目 パブリック・コメントの実施 担当部署 市民参加推進課、全庁 

事務事業 市民参加推進事業 大綱小柱 ② 

内  容 まちづくりや各種計画など、広く市民に素案を公表し、市民からの意見・情報を考慮して意思決 

定を行うパブリック・コメント制度を積極的に実施する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 パブリック・コメントの実施 
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Ⅱ 自主・自立した行政づくり 

 1.「効果・適正」を重視した行財政運営 

  (1) 効果的な行財政運営 

 項  目 事務事業の見直し 担当部署 政策室、全庁 

 事務事業 事務事業評価事業 大綱小柱 ① 

 内  容 社会情勢の変化などにより、当初の目的を達成した事務･事業、必要性の薄れた事務･事業、実

 施目的が類似している事務・事業等について、積極的に見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 事務事業評価制度を活用した見直しを随時実施 

項  目 審議会等附属機関の再編・統合 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 － 大綱小柱 ① 

内  容 審議会等附属機関について設置目的・審議内容等が関連又は類似している機関について、再 

編・統合を進める。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 
再編・統合 

項  目 補助金・負担金の見直し 担当部署 財政課、全庁 

事務事業 － 大綱小柱 ① 

内  容 事業費補助を基本に団体や個人などに支出している補助金・負担金について、効果、必要性な 

どを検証しながら随時見直しを行う。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 随時見直し 

項  目 工事等の効率的な実施 担当部署 全庁 

事務事業 － 大綱小柱 ① 

内  容 市が行う工事だけでなく、民間事業者も交えて工事個所や工期などの調整を行うことにより、市 

内における道路等の工事を効率よく実施する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 随時実施 
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 項  目 職員手当の見直し 担当部署 政策室 

 事務事業 人事管理事務 大綱小柱 ① 

 内  容 時代の潮流や社会状況等を踏まえ、職員手当の見直しを進める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画 調整手当８％ 地域手当６％  地域手当５％ 地域手当４％ 

   

 
平成 22 年度～ 地域手当３％ 

項  目 時間外勤務の削減 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 人事管理事務 大綱小柱 ① 

内  容 時差勤務制度を促進するとともに、振替休日やノー残業デー（毎週水曜日）などの徹底を図り、 

時間外手当の総額抑制を図る｡ 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 随時実施 △２０％ ５２，０００時間（Ｈ１６）→４１，６００時間（Ｈ２１） 

項  目 民間委託の推進及び指定管理者制度の活用 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 アウトソーシング推進事業 等 大綱小柱 ② 

内  容 効率的・効果的な施設運営、行政サービスを提供するために、「アウトソーシングの推進に関す 

る指針」に基づき民間委託の推進や指定管理者制度の活用を積極的に進める。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

 

 

 

計  画 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

３・６)①随時個別業務のアウトソーシング を進める 

②さつき園 

設置を計画している新施設に機能を移管するため平成２２年度をもって廃止

③各市民サービスセンター４・５・６）

サービス提供手法及び業務のアウトソーシング導入について検討を進める 
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平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・５・６）④市民交流センターおあしす、市立図書館及び視聴覚ライブラリー

指定管理者制度導入の準備を進める（平成２２年度から導入） 

⑨第一保育所及び第二保育所４・５・６）

民営化又は指定管理者制度導入について検討を進める 

⑦児童館ワンダーランド４・５・６）

指定管理者制度導入について検討を進める 

⑬環境センター４・５・６）

アウトソーシングの導入について検討を進める 

⑧第一学校給食センター、第二学校給食センター、関小学校給食調理場及

び栄小学校給食調理場４・５・６）アウトソーシングの導入について検討を進める 

⑤東部地区公民館、地区センター及び平沼地区公民館（高齢者ふれあい広

場含む。）４・５・６）  アウトソーシングの導入について検討を進める 

４・５・６）⑥総合体育館、市民プール及び旭公園球場

指定管理者制度導入について検討を進める 

⑩中央公民館４・５・６）

指定管理者制度導入について検討を進める 

４・５・６）⑪自転車駐車場

指定管理者制度導入について検討を進める 

４・５・６）⑫市民農園及びグリーンファーム

指定管理者制度導入について検討を進める 
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３) 市民・民間事業者・行政の役割分担を明確にして、その一部又は全部を外部委託するなど、効果的・効
率的な事業運営機能を外部の経営資源に求めることにより、これまでの市の機能を柔軟に組み替えること
を意味します。 

４) ③～⑫までの各施設のアウトソーシングを進める際には、公共性、実施主体の妥当性、市の関与の妥当

性などの観点から各施設における事業を点検しながら進めます。 

５) ③～⑫までの各施設については、平成２２年度以降のアウトソーシング（指定管理者制度及び民営化を

含む。）の導入について準備又は検討を進めます。ただし、職員定数の変動などの理由により実施時期を見

直すことがあります。 

６) 当項目中、アウトソーシングとは、市を事業主体としたまま供給主体を民間に転換し、受託者に事務や

事業の提供を委ねることを、民営化とは、市が事業主体であることを実質的にやめ、その機能のすべてを

民間事業者等へ移すことを、指定管理者制度とは、地方自治法に基づく指定管理者の導入をそれぞれ意味

し、うち複数の手法を掲げている項目については検討の上、いずれかを選択していくことを意味します。  

 

 項  目 民間的経営の醸成 担当部署 政策室、財政課、全庁 

事務事業 事務事業評価事業 等 大綱小柱 ③ 

内  容 

 

 費用対効果などコストに対する意識をもち、これまでの業務やその手法を根本的に見直すなど、

 民間的な経営感覚のもと市政運営を行う。 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 財源の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  画 

 

 

事務事業評価の実施  施策評価の実施   

行政評価制度の導入 

企業会計手法（バランスシート）の導入 一般会計・特別会計 

経常収支比率の改善 

公債費比率の改善 

項  目 市税収納率の向上 担当部署 課税課、収納課 

事務事業 市税収納整理事務 等 大綱小柱 ① 

内  容 自主財源の確保及び公平性の観点から徴収体制を強化し、市税収納率の向上を図る。 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

収納率（現年） 
 
 
 
97.1％ 

収納率（現年） 
 

計  画 

 

 

 
 
97.5％ 

   

収納率の向上 
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項  目 滞納額の縮減 担当部署 課税課、収納課 

 
事務事業 市税滞納整理事務 等 大綱小柱 ① 

 
内  容 財源の確保及び公平性の観点から徴収体制を強化し、滞納額の縮減を図る。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 公有財産の適正かつ有効的な活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

徴収体制の強化 

項  目 使用料・手数料等の見直し 担当部署 財政課、全庁 

事務事業 － 大綱小柱 ② 

内  容 各種事務等の手数料や各施設等の使用料について見直しを進めると同時に、減免制度につい 

ても見直しも行い、受益者負担の適正化を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

随時見直しを実施 

政策室、財政課、課税課、都市計
画課 

項  目 新たな財源の確保（都市計画税の導入） 担当部署

事務事業 － 大綱小柱 ③ 

内  容 今後の都市計画事業を円滑に推進できるように、事業計画に合わせ、目的税である都市計画税

の導入を図る。 

項  目 公有財産の売却等 担当部署 財政課 

事務事業 公有財産管理事業 大綱小柱 ① 

内  容 売却可能な公有財産については積極的な対応を図るとともに、売却の困難な財産については売

却以外の有効的な活用について検討を行う。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画 

 

 

     

公有財産の積極的な売却を継続 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画 

 

 

     

導入 導入準備 
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 2.「簡素・効率」を重視した行政体制 
  (1) 組織運営の充実 

 項  目 組織・機構の改革 担当部署 政策室 

 事務事業 人事管理事務 大綱小柱 ① 

 内  容 法改正や新規事業、市民ニーズに対応するために、組織・機構について見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
７) 上記「退職・採用見込表」中、平成１７年度から平成１９年度までの退職・採用人員（太枠内）はそれ
ぞれの年度末時点の実績人員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

随時見直しを実施 

項  目 職員数の削減 担当部署 政策室 

事務事業 人事管理事務 大綱小柱 ② 

内  容 定員適正化計画に基づき、職員数の計画的な削減を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

   

 

 

 

Ｈ１７．４．１職員数 

４４３人 

 

Ｈ１８．４．１職員数 

４２８人

 

Ｈ１９．４．１職員数 

４１８人

 

 

Ｈ２０．４．１職員数 

４０８人 

 

 

Ｈ２１．４．１職員数 

４１０人

計画的な削減の実施 △９.３％（４３人）削減 
４４３人（Ｈ１７．４．１）→４００人（Ｈ２２．４．１） 

 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 計 

退職見込 １９人 １０人 １８人 １０人 １４人 ７１人

採用見込 ４人 ０人 ８人 １２人 ４人 ２８人

増 減 数 △１５人 △１０人 △１０人 ２人 △１０人 △４３人

項  目 再任用制度の活用 担当部署 政策室 

事務事業 人事管理事務 大綱小柱 ② 

内  容 臨時職員では対応困難な事務・事業について再任用職員の積極的な活用を図る。 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

再任用職員の採用 
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 項  目 職員の効率的な活用 担当部署 政策室、全庁 

 事務事業 人事管理事務 等 大綱小柱 ② 

 内  容 繁忙期における応援体制を整備するために、職員の流動的な活用を行い、計画的・効率的な業

 務の執行に努める。 

 

 

 

 

 

  (2) 人材の育成と管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

繁忙期応援体制の整備 

項  目 研修内容の充実 担当部署 政策室 

事務事業 職員研修事業 大綱小柱 ① 

内  容 社会状況の変化や法制度の改正（地方自治法、地方公務員法等）に的確に対応できるよう、研 

修計画を毎年度見直す。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

研修計画の見直し（毎年度） 

項  目 職場内研修（ＯＪＴ）の推進 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 職員研修事業 大綱小柱 ① 

内  容 職場を能力開発の基本と捉え、職員ごとに研修の目的と方法を明確にし、計画的な研修･指導 

を行うとともに、実施状況の把握と評価を行う。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

職場内研修計画の策定及び実施（毎年度） 

項  目 職場提案制度の活用 担当部署 政策室、全庁 

事務事業 － 大綱小柱 ① 

内  容 職場提案制度を活用し、職員の意識改革を促すとともに、組織の改善・活性化を図る。 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

職員提案制度の実施 
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項  目 人事交流等の推進 担当部署 政策室 

 
事務事業 人事管理事務 大綱小柱 ① 

 
内  容 市民の視点に立った幅広い視野と、時代の変化に対応できる職員を育成するため、埼玉県への

 
職員派遣や埼玉県東南部都市連絡調整会議構成市町における人事交流を推進する。 

 

 

 

 

 

  (3) 行政の効率的な改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

職員派遣（埼玉県）、人事交流（埼玉県東南部都市連絡調整会議） 

項  目 文書管理システムの導入 担当部署 庶務課 

事務事業 文書管理事業 大綱小柱 ① 

内  容 文書の作成及び整理時間の短縮、文書保存スペースの削減、情報の共有化などを目的とした 

文書管理システムの導入に向けて研究を行う。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

システム研究（文書管理システム・情報公開システム・電子申請システム） 

項  目 電子入札の実施 担当部署 財政課 

事務事業 契約事務事業 大綱小柱 ① 

内  容 入札業務の簡素化・効率化、入札参加者の利便性の向上及び公平･公正な入札の実施に向け 

て、電子入札を実施する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

電子入札の実施 

項  目 広域行政サービス予約案内システムの実施 担当部署 政策室、各公共施設 

事務事業 広域圏行政推進事業 大綱小柱 ① 

内  容 近隣５市１町で相互利用している公共施設について、施設の空き状況の確認や施設の予約をパ

ソコン、携帯電話を介して実施できるようにする。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画      

 

 

広域行政サービス予約案内システムの実施 
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 項  目 ＩＳＯ 9001 の有効活用 担当部署 政策室、全庁 

 事務事業 ＩＳＯ 9001 事業 大綱小柱 ② 

 内  容 PLAN・DO・CHECK・ACTION によるマネジメントサイクルを確立し、行政サービスの継続的な改 

 善を行い市民満足度の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 3.「社会変革」に対応できる行政基盤 

(1)広域連携の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)地方分権の推進 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 共通する行政課題の調査・研究 担当部署 政策室、各専門部会担当課 

事務事業 広域圏行政推進事業 大綱小柱 ① 

内  容 近隣５市１町で構成する埼玉県東南部都市連絡調整会議において、各市町が抱える行政課題 

に関する調査・研究を行い、広域的な対応の可能性について検討を進める。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画 

 

 

     

調査・研究 

項  目 積極的な権限の委譲 担当部署 政策室、委譲事務担当課 

事務事業 地方分権推進事務 大綱小柱 ② 

内  容 「住民に身近な事務は住民に最も身近な地方公共団体が処理する。」という地方分権の趣旨に 

沿って、県の権限を積極的に受入れる。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

計  画 

 

 

     

積極的な委譲事務の受入れ 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度  

 

計  画 

     
品質マネジメントシステム

による検証及び必要な改

善（認証取得） 

JIS17050 規格に基づく「ISO9001 供給者適合

宣言」により品質マネジメントシステムによる検

証及び必要な改善を継続 
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